
「 無料低額 診療所・老健施設 」開始までの流れ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課

1 ヶ月前

相談段階における改善依頼、指示

開始予定日

事業開始日から

１月以内

受 理 （社会福祉法第 69 条）

1ヶ月後

4月（毎年）

※不当な行為等があった時は、社会福祉法第 72 条による制限・停止

事業者

福祉指導課に事前相談

福祉指導課

事業者へ届出、事業基準等の説明および

確認書類の提出依頼

事業者

福祉指導課へ届出

（別紙様式）

事業開始

事業者

事業計画等の書類を福祉指導課へ提出

福祉指導課

内容の確認

※必要に応じ業者の同意を得て現場確認を行う（調査権なし）

福祉指導課

国から照会→事業者へ実績報告依頼

事業者

福祉指導課へ実績報告

福祉指導課

確認後、国へ実績報告


